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(57)【要約】
【課題】視線方向に応じた色ずれの抑制に優れた有機Ｅ
Ｌ表示パネルを提供する。
【解決手段】有機ＥＬ表示パネル１は、第１基板上に互
いに離間して設けられ、各異なる色で発光する発光部２
Ｒ、２Ｇ、２Ｂと、前記第１基板と対向して配置される
第２基板上に設けられ、発光部２Ｒ、２Ｇ、２Ｂの各々
の対応位置に開口１６ａを有する可視光吸収層１６と、
を備える。発光部２Ｒ、２Ｇ、２Ｂの各々は、中央部分
に略一定の輝度で発光する主発光域３Ｒ、３Ｇ、３Ｂを
有し、主発光域３Ｒ、３Ｇ、３Ｂが大きい発光部２Ｒ、
２Ｇ、２Ｂほど可視光吸収層１６の対応位置の開口１６
ａが大きい。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１基板上に互いに離間して設けられ、各異なる色で発光する複数の発光部と、
　前記第１基板と対向して配置される第２基板上に設けられ、前記複数の発光部の各々の
対応位置に開口を有する可視光吸収層と、を備え、
　前記複数の発光部の各々は、中央部分に略一定の輝度で発光する主発光域を有し、
　前記主発光域が大きい前記発光部ほど前記可視光吸収層の対応位置の開口が大きい、
　有機ＥＬ表示パネル。
【請求項２】
　前記複数の発光部を同じ斜め方向で見たとき、各発光部の前記主発光域の同じ割合の部
分が前記可視光吸収層によって遮蔽される、
　請求項１に記載の有機ＥＬ表示パネル。
【請求項３】
　前記複数の発光部は、赤色光を出射する第１発光部と、緑色光を出射する第２発光部と
、青色光を出射する第３発光部と、を含み、
　前記可視光吸収層は、前記第１発光部の対応位置、前記第２発光部の対応位置および前
記第３発光部の対応位置に、それぞれ第１開口、第２開口および第３開口を有し、
　前記第１開口は前記第２開口より大きく、前記第２開口は前記第３開口より大きい、
　請求項１または２に記載の有機ＥＬ表示パネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）表示パネルに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬ表示パネルは、画素ごとに独立に発光制御可能な複数の発光部を基板上に配置
して構成される。多色発光が可能な有機ＥＬ表示パネル（以下、カラー有機ＥＬ表示パネ
ルと言う）は、例えば青、緑、赤といった異なる色（異なる波長）の光を発生する複数の
発光部を基板上に周期的に配列することで構成される。
【０００３】
　有機ＥＬ表示パネルにおいて、隣接する発光部間に外光反射を抑制する可視光吸収材料
（いわゆるブラックマトリクス）を配置する構造がある。ブラックマトリックスは、表示
コントラストを向上させる一方で、同じ表示色が視線方向によって異なる色度に見える色
ずれを発生させることがある。
【０００４】
　ブラックマトリックスに起因する色ずれを抑制する技術が知られている（例えば、特許
文献１）。特許文献１は、カラー有機ＥＬ表示パネルにおいて、視線方向に応じた色ずれ
を抑制するためのブラックマトリクスの好適な寸法条件を、発光領域の大きさを基準とし
て規定している。なお、本明細書では、ブラックマトリクスを可視光吸収層と言う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－１１８２７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来の技術では、視線方向に応じた色ずれの抑制効果が十分でない。
【０００７】
　そこで、本発明は、視線方向に応じた色ずれの抑制に優れた有機ＥＬ表示パネルを提供
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することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明に係る有機ＥＬ表示パネルの一態様は、第１基板上
に互いに離間して設けられ、各異なる色で発光する複数の発光部と、前記第１基板と対向
して配置される第２基板上に設けられ、前記複数の発光部の各々の対応位置に開口を有す
る可視光吸収層と、を備え、前記複数の発光部の各々は、中央部分に略一定の輝度で発光
する主発光域を有し、前記主発光域が大きい前記発光部ほど前記可視光吸収層の対応位置
の開口が大きい。
【０００９】
　有機発光材料を用いた発光部は、中央部分に略一定の輝度で発光する主発光域を有し、
主発光域の外側に位置する周縁部分の輝度は低い。これは、駆動電流の分布を反映したも
のと考えられる。
【００１０】
　主発光域は、発光部の全体輝度に実質的に寄与する部分である。主発光域は、例えば、
発光部内の最大輝度と最小輝度との中間以上の輝度で発光する部分として定義されてもよ
く、また、発光部内の最大輝度の所定割合（例えば８０％）以上の輝度で発光する部分と
して定義されてもよい。
【００１１】
　発光部に占める主発光域の大きさは発光色ごとに異なる。そのため、発光部を基準とし
た大きさで可視光吸収層を設けると、可視光吸収層で遮蔽される主発光域の部分の大きさ
が発光色ごとにばらつく。例えば、異なる発光色の発光部を同じ斜め方向で見たとき、主
発光域が大きい発光部ほど主発光域のより多くの部分が可視光吸収層で遮蔽されることに
なり、このことを原因として色ずれが生じる。
【００１２】
　そこで、上述の構成により、主発光域が大きい発光部ほど可視光吸収層の対応位置の開
口を大きく設ける。これにより、主発光域の可視光吸収層で遮蔽される部分の大きさの発
光色ごとのばらつきが抑制されるので、視線方向に応じた色ずれの抑制に優れた有機ＥＬ
表示パネルが得られる。
【００１３】
　また、前記複数の発光部を同じ斜め方向で見たとき、各発光部の前記主発光域の同じ割
合の部分が前記可視光吸収層によって遮蔽されるとしてもよい。
【００１４】
　このような構成によれば、有機ＥＬ表示パネルを斜め方向で見たとき、可視光吸収層に
よって遮蔽される主発光域の部分の割合が発光色間で同じになるので、視線方向に応じた
色ずれをより正確に抑制できる。
【００１５】
　また、前記複数の発光部は、赤色光を出射する第１発光部と、緑色光を出射する第２発
光部と、青色光を出射する第３発光部と、を含み、前記可視光吸収層は、前記第１発光部
の対応位置、前記第２発光部の対応位置および前記第３発光部の対応位置に、それぞれ第
１開口、第２開口および第３開口を有し、前記第１開口は前記第２開口より大きく、前記
第２開口は前記第３開口より大きいとしてもよい。
【００１６】
　このような構成によれば、発光部に占める主発光域の大きさが、赤、緑、青の順に大き
い実際的な有機ＥＬ表示パネルにおいて、視線方向に応じた色ずれを適切に抑制できる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明に係る有機ＥＬ表示パネルによれば、視線方向に応じた色ずれの抑制に優れた有
機ＥＬ表示パネルが得られる。
【図面の簡単な説明】
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【００１８】
【図１】一般的な有機ＥＬ表示パネルの構造の一例を模式的に示す平面図
【図２】一般的な有機ＥＬ表示パネルの構造の一例を模式的に示す断面図
【図３】一般的な有機ＥＬ表示パネルの構造の一例を模式的に示す断面図
【図４Ａ】視線方向に応じた発光色ごとの輝度比の実測例を示すグラフ
【図４Ｂ】視線方向に応じた発光色ごとの輝度比の実測例を示すグラフ
【図４Ｃ】視線方向に応じた色度値の実測例を示すグラフ
【図５】発光部における輝度分布を説明するための模式図
【図６】実施の形態に係る有機ＥＬ表示パネルの構造の一例を模式的に示す平面図
【図７】実施の形態に係る有機ＥＬ表示パネルの要部の寸法の一例を示す模式図
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、以下
で説明する実施の形態は、いずれも包括的または具体的な例を示すものである。以下の実
施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置および接続形態などは
、一例であり、本発明を限定する主旨ではない。
【００２０】
　（実施の形態）
　実施の形態に係る有機ＥＬ表示パネルは、視線方向に応じた色ずれの抑制に優れた有機
ＥＬ表示パネルであり、可視光吸収層の特徴的な形状（寸法条件）によって、従来の有機
ＥＬ表示パネルと区別される。
【００２１】
　準備として、まず従来の有機ＥＬ表示パネルにおける可視光吸収層の形状を明らかにし
、その後、実施の形態に係る有機ＥＬ表示パネルでの可視光吸収層の特徴的な形状につい
て、従来例との対比に基づいて説明する。
【００２２】
　図１は、従来の一般的な有機ＥＬ表示パネルの構成の一例を模式的に示す平面図である
。図１に示されるように、有機ＥＬ表示パネル９は、基板１０上に、赤色光、緑色光、青
色光をそれぞれ出射する発光部２Ｒ、２Ｇ、２Ｂを、互いに離間してかつ行列状に配置し
て構成される。発光部２Ｒ、２Ｇ、２Ｂを表す矩形の線種は、発光部２Ｒ、２Ｇ、２Ｂが
出射する光の色を区別している。
【００２３】
　基板１０の前面、つまり光の出射側、には、発光部２Ｒ、２Ｇ、２Ｂの各々の対応位置
に開口１６ａを有する可視光吸収層１６が設けられている。可視光吸収層１６は、隣接す
る発光部間での外光反射を抑制し表示コントラストを向上させる目的で設けられる。図１
において、可視光吸収層１６は灰色で示されている。
【００２４】
　図２および図３は、有機ＥＬ表示パネル９の構成の一例を模式的に示す断面図である。
図２および図３は、それぞれ図１に示すＩＩ－ＩＩ線およびＩＩＩ－ＩＩＩ線を矢印の方
向に見た断面に対応する。図２および図３に示されるように、有機ＥＬ表示パネル９は、
基板１０、隔壁１１、発光部２Ｒ、２Ｇ、２Ｂ、封止樹脂１５、可視光吸収層１６、およ
び封止基板１７を有する。
【００２５】
　隔壁１１は基板１０上に設けられている。異なる発光色の発光部２Ｒ、２Ｇ、２Ｂは隔
壁１１によって区切られる（図２）。同じ発光色の発光部は、陽極１２の切れ目によって
区切られるか（図３）または隔壁１１で区切られる（図示せず）。
【００２６】
　発光部２Ｒ、２Ｇ、２Ｂは、陽極１２、発光機能層１３および陰極１４からなる。発光
機能層１３は、発光色に固有の有機発光材料で構成される発光層（図示せず）を含み、陽
極１２および陰極１４を介して供給される駆動電流に応じて、発光層を構成する有機発光
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材料に応じた波長（色）の光を発する。
【００２７】
　可視光吸収層１６は封止基板１７に格子状に設けられる。可視光吸収層１６が設けられ
た封止基板１７と発光部２Ｒ、２Ｇ、２Ｂが設けられた基板１０とを、開口１６ａと発光
部２Ｒ、２Ｇ、２Ｂとが重なる位置で封止樹脂１５を介して貼り合わせることで、有機Ｅ
Ｌ表示パネル９は構成される。ここで、基板１０が第１基板の一例であり、封止基板１７
が第２基板の一例である。
【００２８】
　発光部２Ｒ、２Ｇ、２Ｂは駆動電流に応じて発光が生じる発光領域である。発光部２Ｒ
、２Ｇ、２Ｂ、つまり発光領域の輪郭端は、例えば陽極１２の輪郭端により規定される。
【００２９】
　可視光吸収層１６の開口１６ａの大きさは、発光部２Ｒ、２Ｇ、２Ｂの輪郭端からＸ方
向およびＹ方向にマージンｃを取った大きさに定められる。
【００３０】
　発光部２Ｒ、２Ｇ、２ＢのＸ方向およびＹ方向の大きさをそれぞれａ０、ｂ０とすると
き、開口１６ａのＸ方向の大きさＡ０はａ０＋２×ｃでありＹ方向の大きさＢ０はｂ０＋
２×ｃである。
【００３１】
　このように、発光部２Ｒ、２Ｇ、２Ｂの各々の輪郭端から可視光吸収層１６までのマー
ジンｃを統一することによって、発光部２Ｒ、２Ｇ、２Ｂの端部が可視光吸収層１６によ
って遮蔽される度合いを一致させることができる。例えば、発光部２Ｒ、２Ｇ、２Ｂを同
じ斜め方向で見たときに、発光部２Ｒ、２Ｇ、２Ｂの各々の可視光吸収層１６で遮蔽され
る部分の寸法（遮蔽量と言う）を同一にできる。図示はしていないが、発光部２Ｒ、２Ｇ
、２Ｂの各々の対応位置で封止樹脂１５の厚さが異なる場合は、封止樹脂１５が厚いほど
マージンを大きく取ることで、斜め方向で見たときの遮蔽量を揃えることができる。
【００３２】
　したがって、図１、図２、図３に示す寸法条件に従って作製した有機ＥＬ表示パネル９
によれば、視線方向に応じた色ずれが抑制されるはずである。
【００３３】
　ところが、このような考え方に基づく寸法条件で有機ＥＬ表示パネルを試作し、発光色
ごとの輝度を測定したところ、視線方向に応じた色ずれが十分に抑制されないことが分か
った。具体的には、試作した有機ＥＬ表示パネルの全ての発光部を最大輝度で（つまり白
色で）発光させ、視線を正面（Ｚ方向）から垂直（Ｙ方向）および水平（Ｘ方向）にそれ
ぞれ６０゜まで傾けながら、赤、緑、青の輝度を測定したところ、次のような測定結果が
得られた。
【００３４】
　図４Ａ、図４Ｂは、視線方向に応じた輝度比の実測例を示すグラフである。図４Ａ、図
４Ｂは、視線をそれぞれ垂直（Ｙ方向）および水平（Ｘ方向）に傾けていった場合の測定
結果を、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の発光色ごとに、正面から見た輝度を１に正規化
して示している。図４Ａ、図４Ｂから、垂直に傾いた方向で見た場合よりも、水平に傾い
た方向で見た場合のほうが、赤の輝度低下が大きいことが分かる。
【００３５】
　図４Ｃは、視線方向に応じた色度値の実測例を示すグラフである。図４Ｃでは、正面か
ら見た発光色の色度、垂直４５゜から見た発光色の色度、および水平４５゜から見た発光
色の色度を、ＣＩＥ１９７６ＵＣＳ（ｕｎｉｆｏｒｍ　ｃｈｒｏｍａｔｉｃｉｔｙ　ｓｃ
ａｌｅ）色度図にプロットしている。図４Ｃから、正面から見た発光色および垂直４５゜
から見た発光色はいずれも彩度が小さい位置にあり、ほぼ白色ないし灰色に見えることが
分かる。これに対し、水平４５゜から見た発光色のプロットはシアンの方向にずれており
、赤の輝度低下の影響が確認できる。
【００３６】
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　本発明者は、この色ずれの原因を究明すべく発光部を顕微観察したところ、発光部２Ｒ
、２Ｇ、２Ｂの各々で、ＸＹ面内での輝度分布が異なることを見出した。
【００３７】
　図５は、発光部内での輝度分布を説明するための模式図である。図５の（ａ）、（ｂ）
、（ｃ）は、発光部２Ｒ、２Ｇ、２Ｂでの輝度分布を、Ｘ方向の断面について模式的に表
している。発光部２Ｒ、２Ｇ、２Ｂのいずれも、中央部分に略一定の輝度で発光する主発
光域３Ｒ、３Ｇ、３Ｂを有し、主発光域３Ｒ、３Ｇ、３Ｂの外側に位置する周縁部分の輝
度は低い。これは、駆動電流のＸＹ面内での分布を反映したものと考えられる。
【００３８】
　主発光域３Ｒ、３Ｇ、３Ｂは、それぞれ発光部２Ｒ、２Ｇ、２Ｂの全体輝度に実質的に
寄与する部分である。主発光域３Ｒ、３Ｇ、３Ｂは、例えば、発光部２Ｒ、２Ｇ、２Ｂ内
の最大輝度と最小輝度との中間以上の輝度で発光する部分として定義されてもよく、また
、最大輝度の所定割合（例えば８０％）以上の輝度で発光する部分として定義されてもよ
い。
【００３９】
　発光部２Ｒ、２Ｇ、２Ｂに占める主発光域３Ｒ、３Ｇ、３Ｂの大きさは互いに異なる。
例えば、試作した有機ＥＬ表示パネルでは、発光部２Ｒ、２Ｇ、２Ｂに占める主発光域３
Ｒ、３Ｇ、３Ｂの大きさは、主発光域３Ｒ、３Ｇ、３Ｂの順に大きい。
【００４０】
　そのため、発光部２Ｒ、２Ｇ、２Ｂを基準とした大きさで可視光吸収層１６を設けると
、可視光吸収層１６による主発光域３Ｒ、３Ｇ、３Ｂの遮蔽量が発光色ごとにばらつく。
例えば、発光部２Ｒ、２Ｇ、２ＢをＸ方向の斜め４５゜で見たとき、大きい主発光域３Ｒ
、３Ｇ、３Ｂほど、より多くの部分（図５において右下がりの斜線を付した部分）が可視
光吸収層１６で遮蔽される。
【００４１】
　なお、主発光域３Ｒ、３Ｇ、３Ｂの大きさの不同に起因する遮蔽量のばらつきは、Ｙ方
向の断面においても生じているが（図示せず）、主発光域３Ｒ、３Ｇ、３ＢのＹ方向の延
長はＸ方向の延長より長いため、その影響は相対的に小さい。
【００４２】
　このことが、図４Ａ、図４Ｂ、図４Ｃに示した色ずれ、すなわち、垂直（Ｙ方向）に傾
けた視線で見た場合よりも、水平（Ｘ方向）に傾けた視線で見た場合のほうが、赤の輝度
低下が大きい原因である。
【００４３】
　そこで、実施の形態に係る有機ＥＬ表示パネルでは、主発光域３Ｒ、３Ｇ、３Ｂが大き
い発光部２Ｒ、２Ｇ、２Ｂほど可視光吸収層１６の対応位置の開口１６ａを大きく設ける
。
【００４４】
　図６は、実施の形態に係る有機ＥＬ表示パネルの構造の一例を模式的に示す平面図であ
る。
【００４５】
　図７は、実施の形態に係る有機ＥＬ表示パネルの要部の寸法の一例を示す模式図である
。図７では、図５との対比のため、Ｘ方向での寸法例を示している。
【００４６】
　図６、図７に示す有機ＥＬ表示パネル１では、図１、図５の有機ＥＬ表示パネル９と比
べて、可視光吸収層１６のＸ方向およびＹ方向での形状（寸法条件）が異なる。
【００４７】
　図６に示されるように、有機ＥＬ表示パネル１では、可視光吸収層１６の開口１６ａの
大きさは、対応位置の主発光域３Ｒ、３Ｇ、３Ｂの輪郭端からＸ方向およびＹ方向にマー
ジンｅ（Ｒ）、ｅ（Ｇ）、ｅ（Ｂ）を取った大きさに定められる。マージンｅ（Ｒ）、ｅ
（Ｇ）、ｅ（Ｂ）は、主発光域３Ｒ、３Ｇ、３Ｂの大きさに応じて、Ｘ方向とＹ方向とで
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独立に設定される。
【００４８】
　主発光域３Ｒ、３Ｇ、３Ｂの輪郭端は、先に述べた主発光域３Ｒ、３Ｇ、３Ｂの定義に
従って規定される。すなわち、主発光域３Ｒ、３Ｇ、３Ｂの輪郭端は、例えば、発光部２
Ｒ、２Ｇ、２Ｂ内の最大輝度と最小輝度との中間の輝度で発光する地点としてもよく、ま
た、最大輝度の所定割合（例えば８０％）の輝度で発光する地点としてもよい。
【００４９】
　図７を参照して、有機ＥＬ表示パネル１の要部の寸法条件について、Ｘ方向における寸
法条件の例を挙げて詳細に説明する。なお、以下の説明では、煩雑を避けるため「Ｘ方向
の」という表記を適宜省略する。
【００５０】
　主発光域３Ｒの大きさをａ（Ｒ）とするとき、対応位置の開口１６ａの大きさＡ（Ｒ）
はａ（Ｒ）＋２×ｅ（Ｒ）である。マージンｅ（Ｒ）は、主発光域３Ｒのうち可視光吸収
層１６によって遮蔽される部分（図７の（ａ）において右下がりの斜線を付した部分）の
大きさが主発光域３Ｒの大きさａ（Ｒ）の所定の割合ｋとなるように定められる。
【００５１】
　主発光域３Ｇの大きさをａ（Ｇ）とするとき、対応位置の開口１６ａの大きさＡ（Ｇ）
はａ（Ｇ）＋２×ｅ（Ｇ）である。マージンｅ（Ｇ）は、主発光域３Ｇのうち可視光吸収
層１６によって遮蔽される部分（図７の（ｂ）において右下がりの斜線を付した部分）の
大きさが主発光域３Ｇの大きさａ（Ｇ）の所定の割合ｋとなるように定められる。
【００５２】
　主発光域３Ｂの大きさをａ（Ｂ）とするとき、対応位置の開口１６ａの大きさＡ（Ｂ）
はａ（Ｂ）＋２×ｅ（Ｂ）である。マージンｅ（Ｂ）は、主発光域３Ｂのうち可視光吸収
層１６によって遮蔽される部分（図７の（ｃ）において右下がりの斜線を付した部分）の
大きさが主発光域３Ｂの大きさａ（Ｂ）の所定の割合ｋとなるように定められる。
【００５３】
　上記の寸法条件は、発光部を基準として、主発光域３Ｒ、３Ｇ、３Ｂが大きいほど発光
部２Ｒ、２Ｇ、２Ｂの輪郭端から可視光吸収層１６までのマージンｃ（Ｒ）、ｃ（Ｇ）、
ｃ（Ｂ）が大きい、と言い換えることもできる。マージンｃ（Ｒ）、ｃ（Ｇ）、ｃ（Ｂ）
は、マージンｅ（Ｒ）、ｅ（Ｇ）、ｅ（Ｂ）から、主発光域３Ｒ、３Ｇ、３Ｂの輪郭端と
発光部２Ｒ、２Ｇ、２Ｂの輪郭端との間の距離ｄ（Ｒ）、ｄ（Ｇ）、ｄ（Ｂ）を減じた距
離に対応する。
【００５４】
　このような寸法条件によれば、主発光域３Ｒ、３Ｇ、３Ｂの各々の輪郭端を基準として
、主発光域３Ｒ、３Ｇ、３Ｇの大きさに応じたマージンｅ（Ｒ）、ｅ（Ｇ）、ｅ（Ｂ）に
基づいて、開口１６ａの大きさを定めている。図７の例では、有機ＥＬ表示パネル１をＸ
方向の斜め４５°で見たとき、可視光吸収層１６によって主発光域３Ｒ、３Ｇ、３Ｂが遮
蔽される割合を揃えることができる。
【００５５】
　また、図示はしていないが、Ｙ方向の寸法条件を同様の考え方で規定することにより、
有機ＥＬ表示パネル１をＹ方向の斜め４５゜で見たとき、可視光吸収層１６によって主発
光域３Ｒ、３Ｇ、３Ｂが遮蔽される割合を揃えることができる。
【００５６】
　なお、可視光吸収層１６によって主発光域３Ｒ、３Ｇ、３Ｂが遮蔽される割合を統一す
るための視線方向は、斜め４５°には限られない。例えば、有機ＥＬ表示パネル１の視野
角の上限に対応する視線方向において、主発光域３Ｒ、３Ｇ、３Ｂが遮蔽される割合を統
一してもよい。
【００５７】
　上述した寸法条件によれば、主発光域３Ｒ、３Ｇ、３Ｂが遮蔽される割合を揃えるので
、発光部２Ｒ、２Ｇ、２Ｂの遮蔽量を揃える従来構成と比べて、視線方向に応じて輝度が
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低下する割合を発光色ごとにより正確に揃えることができる。その結果、視線方向に応じ
た色ずれの抑制に優れた有機ＥＬ表示パネルが得られる。
【００５８】
　以上、本発明の実施の形態に係る有機ＥＬ表示パネルについて説明したが、本発明は、
個々の実施の形態には限定されない。本発明の趣旨を逸脱しない限り、当業者が思いつく
各種変形を本実施の形態に施したものや、異なる実施の形態における構成要素を組み合わ
せて構築される形態も、本発明の一つ又は複数の態様の範囲内に含まれてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００５９】
　本発明は、有機ＥＬ表示パネルとして、携帯情報端末、パーソナルコンピュータ、テレ
ビジョン受信機などの様々な映像表示装置に広く利用できる。
【符号の説明】
【００６０】
　１、９　有機ＥＬ表示パネル
　２Ｒ、２Ｇ、２Ｂ　発光部
　３Ｒ、３Ｇ、３Ｂ　主発光域
　１０　基板
　１１　隔壁
　１２　陽極
　１３　発光機能層
　１４　陰極
　１５　封止樹脂
　１６　可視光吸収層
　１６ａ　（可視光吸収層の）開口
　１７　封止基板
【図１】 【図２】

【図３】
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【図４Ｃ】

【図５】 【図６】
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